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λϫーϚϯγϣϯのങओが、ߪೖޙに建物
全体に設ஔされた໔ΦΠルμϯύーに建築
基準๏等ҧ反のٙいがあることが判໌したこ
とから、ചओ業者に対し、ޡࡨによるചങܖ
のແޮをओுした事案において、建築基準
๏等の適合性はചങܖの༰となっていた
とは認められないとして٫غされた事例。

� Ҋの֓ཁࣄ　

ฏ成27年݄̒、ങओ̭（原告、不動産業者）
は、ചओ̮（ඃ告、Ϛϯγϣϯৡ会ࣾ）の
λϫーϚϯγϣϯ（44֊建て）のϞσルルー
ムを見ֶし、同年݄̓に43֊にあるҰࣨにつ
いてख付ۚ1.�ԯԁ、ച٫価格7.�ԯԁで̮と
ചങܖをక݁、ฏ成30年݄̓に代ۚ決ࡁを
。し、物件のҾきしを受けたྃ

̮が࡞成したൢചύϯϑϨοトとઆ໌ࢿྉ
においては、本建物には「໔ʷϋΠϒリο
ト制ৼߏ造」が࠾༻され、その໔෦ࡐのͻ
とつとしてΦΠルμϯύーが設ஔされている
こと、「ۃめてكに発ੜする地（度̒ڧ
から̓程度）に対しա度な損ইをੜ͡さͤな
いߏ造体である」と記ࡌされていた。また、
̭と̮のചങܖલのଧち合わͤでは、設計
住性評価書がࣔされ、「໔建築物」（日
本建築ηϯλー評価）であることが֬認され
ていた。ചങܖ書においては、Ҿ日から
̎年ؒの୲保任、࣭֬保๏による10年ؒ
の୲保任、̮によるΞϑλーサーϏεಛ
について条߲がஔかれていた。ଧち合わͤに
おいては̮の୲当者から̭に対して、Ϛϯγ

ϣϯの໔性等についてઆ໌することはな
かった。

ฏ成30年10݄、μϯύー造会̖ࣾによる
໔ΦΠルμϯύーِ事件（ࠪݕσーλ書
ͼ原点ௐ等）が発֮した。Ϛϯγϣٴえ
ϯのཧ組合では事件のใ告ޙ、設計会ࣾに
よる҆全性（10݄）ূݕ、再ূݕ（ཌ年1݄）
を࣮施して、「度̒ڧの地でもյɾ่
յしない」ことを֬認した。また、Ϛϯγϣ
ϯの12本のμϯύーには改͟んલのσーλが
存在ͤずِ行為があったかは不໌である
が、12本全てを大ਉ認ఆ基準に適合した新
にަすると̖よりઆ໌があった。ྩ和元年
݄̓、μϯύーのަ工事が開࢝され、݄̔
には12本のμϯύーのަがྃした。

̭は、໔ΦΠルμϯύーに建築基準๏等
ҧ反のٙいがあること等が判໌したことか
ら、̭のޡࡨに基づきక݁されたܖはແޮ
であるとओுして、̮に対しചങ代ۚ7.�ԯ
ԁ༨を請求する不当利ಘฦؐ請求訴訟をఏى
した。

� 　ܾのཁࢫ

のように判ࣔして、̭の請求࣍、判ॴはࡋ
を٫غした。
ʢݐஙج४๏ҧͱޡࡨແޮʣ

μϯύーについて建築基準๏等の適合性に
ٙٛがないことを動ػとしてചങܖをక݁
することは、̭は̮に対してࣔ的に表ࣔさ
れていたものと認めることができる。

本Ϛϯγϣϯに༻いられた෦ࡐ等に๏ྩ適

ྫからࡋのۙ࠷ ᾇʵ໔ΦΠϧμϯύʔِ݅ࣄʵ

λϫʔϚϯγϣϯのങओ͕ݐの໔ΦΠϧμϯύʔにݐஙج४
๏ҧの͍͕ٙ͋るとͯ͠ޡࡨແޮΛٻΊ͕ͨ٫͞غΕͨࣄ例
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合のٙٛが判໌した場合に、Ұにചങܖ
のޮྗを൱ఆすることをલఏとして、̭と̮
がܖక݁したとはいえず、ᘥᙪ୲保任や
ΞϑλーサーϏεにより対Ԡすることがࣾ会
௨೦上ஶしくࠔであると認められるਙ大な
ᘥᙪがあることが事ޙ的に判໌した場合にݶ
って、ܖのޮྗを൱ఆすることをఆして
。をక݁したものと解されるܖ

また、本Ϛϯγϣϯではॡ工ޙに全てのμ
ϯύーがަされ、上記のٙٛが全に解ফ
されたと認められる。そうすると、ܖޙに
判໌したμϯύーのᘥᙪはᘥᙪ୲保任やΞ
ϑλーサーϏεによって対Ԡすることがࣾ会
௨೦上ஶしくࠔであるਙ大なᘥᙪであった
とはいえない。

Ҏ上によれば、μϯύーの๏ྩ適合性にٙ
ٛがないとの̭の動ػは、̭ٴͼ̮の合ཧ的
意思解ऍ上、ചങܖの༰となっていたと
は認められない。
ʢ໔ݐங֘ੑͱޡࡨແޮʣ

̖事件の発֮Ҏલに日本建築ηϯλーによ
り本Ϛϯγϣϯが「໔建物」として֬認さ
れていたこと、μϯύーが̖のௐࠪによって
もِされたものか൱か֬認できなかった

「不໌」であることから、μϯύーにِ
行為がされ、大ਉ認ఆ基準等に適合していな
かったことを認めるにりるূڌはない。

これに対し̭は、̮がؒظのεέδュー
ルでަ工事を行ったこと、ূݕなく12本の
μϯύー全てをަしたこと、取り֎したμ
ϯύーをͤূݕずഇغしたことから「໔建
築物」の֘当性が൱ఆされるきであるとओ
ுする。しかしながら、̮はࠃ土ަ௨লの要
請にैってަ工事を行うこととし、ަ工
事ޙの取り֎したμϯύーは̖のཧԼにあ
ったものであり、このことは上記認ఆをࠨӈ
しない。

ʢྗにର͢るੑߴͱޡࡨແޮʣ
̭は、設計会ࣾによる҆全性ূݕのσーλ

（μϯύーのݮਰྗのಛ性）について、μ
ϯύーの設ஔがない場合とٙٛがあるμϯύ
ーが設ஔされた場合とをൺֱし、Ұ෦σーλ
において本Ϛϯγϣϯの地ྗに対する性
がѱԽしているとओுする。

しかしながら、この҆全性ূݕはෳの
ٖ地動のೖྗによるもので、地のछྨや
໔෦ࡐの࡞༻の程度によってσーλにばら
つきがੜ͡ることがఆされ、その࠷大の
みをൺֱすることによって地ྗに対する建
築物の性をଌることはできないとߟえられ
る。なお、ਫฏ方の地については、ٙٛ
があるμϯύーであったとしても、統計的に
みて、ݮਰࡐとして相Ԡのػを有していた
ということができる。

� 　·ͱΊ

年લにχューε等で取り上げられた໔
ΦΠルμϯύーِ事件について、当֘μϯ
ύーが設ஔされていたλϫーϚϯγϣϯのߪ
ೖ者がചങܖのޡࡨແޮを請求した事案で
ある。μϯύーの๏ྩ適合性にٙٛがないと
の̭の動ػについて、ᘥᙪ୲保任等により
対Ԡ可なもので、࣮ࡍにμϯύー取ସ工事
によりٙٛが解ফされていることから、ചങ
の༰となりえないとした本件判ࣔは参ܖ
。になると思われるߟ

本件λϫーϚϯγϣϯについては、「Ϛϯ
γϣϯのΦΠルμϯύーのᘥᙪをཧ༝にܖ
のແޮ等をओுするങओに対するചओのҧ
解除によるҧۚ請求が認められた事例」（౦
にさߟ地判ɹྩ3ɾ3ɾ16）もあるので参ژ
れたい。

ʢ調査ڀݚ෦次ʣ
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ॴ有者がҟなるΞύート3౩とறं場等を
Ұׅしてᘥᙪ୲保任໔の条件にてߪೖし
た建業者が、そのதのΞύート1౩にはਫ
࿙れがあり、そのചओとܖަব૭ޱとなっ
ていた建物ཧ者はこれについてѱ意である
として、ചओら全員と建物ཧ者に損ഛঈ
を求めた事案において、ਫ࿙れは、ങओがܖ
をక݁するか൱かにؔする判அにӨڹをٴ
΅す事࣮であり、そのใをఏڙするٛが
あったとして、ਫ࿙れについてѱ意であった
ചओの任を認めたҰ方、善意であったചओ
の任を൱ఆした事例。

� Ҋの֓ཁࣄ　

ྩ和元年݄̒、ങओ̭（建業者）は、
̮1、̮̎、̮3がそれͧれॴ有する土地ٴ
ͼΞύート3౩、̮̐がॴ有する土地（றं
場）ٴͼ̮1ら໊̐のڞ有私ಓをҎԼのಛ
条߲を付してҰׅしてߪೖするചങܖ（本
件ܖ）をక݁した。

しては、̮1がॴ有するΞύートࡍにܖ
（本件建物ɾฏ成3年݄̐新築̎֊建̐ށ）
をཧしていた̮̑が̮1の૭ޱとなり̭と
ަবしていた。
ʻಛ条߲の֓要ʼ
ʓ不動産ചങܖ条߲のҎԼの条߲は適༻除

֎とします。
ୈ20条（ᘥᙪ୲保任）

ʓങओは、本物件土地、建物ٴͼ付ଳ設උに
年相ԠのྼԽ、損ই、Ԛれ、ͻͼׂれ等ܦ
がੜ͡ていることをঝのうえで、本物件

を現ঢ়有࢟のままങい受けるものとします。
ʓ本物件はதݹ物件であり、付ଳ設උ等につ

いては、ܦ年変Խٴͼ༻にう性Լ、
ই、Ԛれ等があります。本物件建物は、築
年ྼԽが認めܦ、աしておりܦ28年がޙ
られ、また、ॾ設උ等がਖ਼ৗにػしない
可性があります。したがって、ޙ日、ങ
ओが本物件のॾ設උ等を֬認ɾ点ݕしたࡍ
にᘥᙪやނোɾ不۩合等が発見される場合
があります。そのため、मસɾम෮等にあ
たり、相Ԡのඅ༻が必要となる場合があり
ますが、ങओのෛ୲となります。
ྩ和元年݄̓、̭は̮1らに対し、代ۚ

全ֹをࢧった。
そのޙ、̭は、本件建物に102߸ࣨのਫ࿙

れ（本件ਫ࿙れ）やӍ࿙りを発見し、ॴ有者
̮1と建物ཧを受ୗしていた̮̑は、これ
らについてѱ意であったとして、̮1らと
̮̑に対しそのमཧに要したඅ༻等としてϢ
χοトόεަඅ༻（3�0ສԁ）など3��ສԁ
༨のࢧを求める訴えをఏىした。

� 　ܾのཁࢫ

のように判ࣔし、̭の請求を࣍、判ॴはࡋ
Ұ෦認༰した。
ᾇɹ本件ᘥᙪの有ແについて

ᶃ̮1ٴͼ̮̑は、くともฏ成30年9݄
ཧ会ࣾからの࿈བྷにより、本件ਫ、にはࠒ
࿙れが発ੜしていることを認識していたこ
と、ᶄਫಓ工事業者̖は、同年11݄ࠒにした
ௐࠪにおいて、102߸ࣨのཋࣨのఱҪཪを֬

ᘥᙪ୲อ໔ಛに関ͯ͠ɺͦのᘥᙪにળҙのചओの
൱ఆ͞Εɺѱҙのചओの͕ೝΊΒΕͨࣄ例
ʢ౦ژ判�ྩ �ɾ�ɾ11�Τετϩʔɾδϟύϯ�20228-+1$"0�11�01�ʣɹੴ原ݡ�ଠ
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認したところ、࣪っていたことから、ਫ࿙れ
が発ੜしていると判அしたが、۩体的な原Ҽ
がからず、202߸ࣨにつながるഉਫのࠜ
本෦にγリίϯをృってίーΩϯάをした
こと、ᶅ̖は、ฏ成31年݄̐、202߸ࣨにお
いて、ॴ、ચ໘ॴ、ཋࣨからਫをྲྀして、
ਫ࿙れが発ੜするか࣮ݧしたが、ਫ࿙れは֬
認できなかったこと、ᶆ̖は、202߸ࣨډ住
者̗から、ચंをするためにॴのऄޱにホ
ーεをつないでਫをྲྀしたことがあるとฉ
き、ऄޱのࠜ本のがڧくҾっுられること
が本件ਫ࿙れの原Ҽであるとߟえたこと、ᶇ
̖は、̮̑に対してमཧすき旨を伝えたと
ころ、̮̑はྃঝし、मཧをґཔしたこと、
ᶈそのޙमཧがなされることなく、本件ܖ
క݁にࢸったこと、ᶉྩ和元年9݄に工
事業者のै業員̘が102߸ࣨのཋࣨのఱҪཪ
を֬認し、202߸ࣨにおいてਫをྲྀすなどし
たところ、202߸ࣨにつながるڅਫからਫ
࿙れしていることが֬認できたこと、が認め
られる。

̮1らにおいて、本件ਫ࿙れが発ੜしたޙ、
その原Ҽである202߸ࣨにつながるڅਫに
ついてԿらのमસもしていないのであるか
ら、本件ܖ当時、本件ਫ࿙れがੜ͡るঢ়گ
にあったというきである。

そして、本件ਫ࿙れが建物として௨ৗඋえ
ているき࣭や性を満たさないものであ
ることは໌らかであるから、ᘥᙪに֘当する。
ᾈɹ̮1、̮̑の認識と任について

本件ਫ࿙れはᘥᙪ୲保任の対となるᘥ
ᙪに֘当するが、本件ܖにおいてはᘥᙪ୲
保任については適༻除֎とされているか
ら、ചओがᘥᙪの存在をりながら告げなか
った場合にݶり、ᘥᙪ୲保任をෛうことと
なる。

̮̑は、本件ܖక݁当時、本件ਫ࿙れの
ਅの原Ҽについてはともかく、本件ਫ࿙れ自

体が発ੜしていること自体について認識して
いたものと認められる。

̮̑のڙड़によれば、̮̑は̮1から本件
建物のཧなどを任されていた者であり、
̮1に対し、必要なใ告をしていたことが認
められ、本件ਫ࿙れにؔする事߲ついても̮̑
と認識はڞ有していたものと認められる。

̮1は本件ਫ࿙れについて認識しながら、
これを̭に告することなく本件ܖをక݁
したと認められるから、ᘥᙪ୲保任を໔れ
ない。̮̑は本件ਫ࿙れについて認識しなが
ら、これを̭に告することなく本件ܖを
క݁さͤるにࢸったと認められるから、̮̑
は、ใఏٛڙҧ反の不๏行為に基づく損
。ഛঈ任をෛうと解すきである
ᾉɹ̮̎、̮3ٴͼ̮̐が任をෛうか

本件ܖは、̭と̮1らそれͧれとのؒの
ചങܖを1௨のܖ書によってしたにա͗
ず、̮̎ら（̮̎、̮3ٴͼ̮̐）が本件ਫ
࿙れを認識していたとは認められない。
ᾊɹ損ֹについて

Ϣχοトόε全体をަすき必要性は認
められず、本件ਫ࿙れにより̭にੜ͡た損
は、࿙ਫՕॴ改म工事、ط存চ開ٴޱͼ෮چ
අ༻の2�ສԁ༨であると認められる。

� 　·ͱΊ

本件は、ᘥᙪ୲保任໔の条件でചങし
たが、ᘥᙪについてѱ意のചओ等の任を認
め、善意であったଞ3໊の任を൱ఆした事
例であり、࣮上参ߟになると思われる。

不適合任໔の条件にてഔհをґཔܖ
された場合、トϥϒルճආの観点より、告
書等にてചओに告してもらうとともに、認
識していたものの告していないᘥᙪ等があ
った場合、ചओは任を問われる可性があ
ることを、必要にԠ͡て、よくઆ໌した方が
ましいと思われる。 ʢௐࠪڀݚ෦ௐࠪʣ
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ಓٛを満たさず再建築不可とされた物
件をߪೖしたങओが、「பҰ本ͤば建ସえ
られる」とഔհ業者からઆ໌を受けたとओு
して、ചओ業者ٴͼഔհ業者にܖແޮによ
るചങ代ۚฦؐや損ഛঈを請求した事案に
おいて、そのようなઆ໌があったというূڌ
はなく、再建築不可物件であるとの重要事߲
આ໌がਖ਼しくなされているとしてその請求を
٫した事例غ

� Ҋの֓ཁࣄ　

ฏ成26年9݄、̭（個ਓ）は、ചओ業者
̮1とのؒで都の土地付きதށݹ建て物件
を代ۚ4�80ສԁでߪೖܖし、ഔհ業者̮̎
にഔհखྉ1�4ສԁをࢧった。

本物件は、ত和�1年に元の土地からචさ
れた土地で、建物が建っている෦の土地1

（6�.17ᶷ）と、公ಓにܨがる௨࿏෦の土地
̎（33.3�ᶷにつき持1ສの2��3）の̎
චからなるض地であった。そして、この
චのࡍに࡞成された地ੵଌྔ図によれば、土
地1と土地̎の合෦の෯が̼̎と記ࡌされ
ていた。なお、建物は、ฏ成3年に当時の土
地ॴ有者が建築֬認（ҎԼ、「ฏ成3年建築
֬認」という。）をಘて新築したものであっ
た。

しかし、本物件のൢചにࡍして࡞成された
࣮ଌ図では土地1と土地̎の合෦の෯が
1.�8̼との݁Ռになった。

このため、̮̎は、本件ചങܖの重要事
߲事લઆ໌書において、「ෑ地とಓ࿏とのؔ

係による制ݶ」のՕॴに「対不動産は建築
基準๏にఆめるಓٛをみたしていないた
め、建築物の建築はできまͤん。また、現在
ある建築物については、૿ɾ改ɾ再建築はで
きまͤん。」と記ࡌし、̭にઆ໌した。

ྩ和元年݄̔、̭はҎԼの௨りओுして、
̮1に対して本件ചങܖの取ফしを、同年
9݄、̮̎に対して本件ഔհܖの取ফしの
意思表ࣔをし、̮らをఏ訴した。

ʦ̭のओுの要旨ʧ
Ξ）再建築不可物件を本དྷの評価ֹの4.�ഒ
のֹߴでച٫した利行為による公ং良ଏҧ
反ແޮまたはফඅ者ܖ๏（不࣮告）によ
る取ফしを原Ҽとするചങ代ۚฦؐ請求。
Π）告にಓٛを満たしていない旨の記
ͼ、̮̎が重要事߲આٴ、がなかったことࡌ
໌時に「（再建築不可ではあるが）Ұ本ͤ
ば建ସえられる」とޡったઆ໌をしたことに
よるઆ໌ٛҧ反に基づく損ഛঈ請求（評
価ֹとߪೖֹの差ֹ3�80ສԁٴͼഔհखྉ
相当ֹ）。

ʦ̮らのओுの要旨ʧ
Ξ）本件ചങܖのചങ代ۚは近隣のށ建て
住の取Ҿֹۚ（7�00ʙ8400ສԁ程度）より
໌らかに྿であり、これは再建築不可の物
件ͩからである。
Π）̭に対し、本件建物の۩体的な建ସ方๏
をઆ໌したことはなく、本件建物がಓٛ
を満たしていない場合に建築֬認を要する૿
改築や建ସえはできないこと、建築֬認を必
要としない改造、改、リϑΥーム等は可

ྫからࡋのۙ࠷ ᾉʵݐ࠶ஙෆՄ݅のઆ໌ʵ

આ໌͕ਖ਼͠くͳ͞Ε͍ͯると߲ࣄஙෆՄ݅Ͱ͋るとのॏཁݐ࠶
ͯ͠ɺങओにΑるܖແޮଛഛঈの٫͞غ͕ٻΕͨࣄ例
ʢ౦ژ判�ྩ �ɾ�ɾ2��Τετϩʔɾδϟύϯ�20218-+1$"0�2��001ʣɹ࡚�ଠ
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であることなど、Ұൠ的識にଐする事߲を
したにす͗ない。

� 　ܾのཁࢫ

のように判ࣔして、̭の請求を࣍判ॴはࡋ
。٫したغ
ᾇɹ̭は、̮̎が重要事߲આ໌を行うதで、

「பҰ本ͤば建ସえられる」とのઆ໌を受
けたとओுする。

しかし、ಓٛを満たしていないという
આ໌をしながら、ப1本ͤば建てସえられ
るというઆ໌をすることは、ໃ६したઆ໌を
することとなり、આ໌を受ける̭をࠞཚさͤ
ることになるから௨ৗはආけるものと思われ
ることからすると、٬観的なূڌのないݶり
そのようなઆ໌を行ったとは認ఆしいとこ
ろ、これを認めるにりる٬観的なূڌはな
く、̮̎が重要事߲આ໌においてそのような
આ໌をしたと認めることはできない。
ᾈɹ̭は、ଞの不動産業者がࠪఆした本件不
動産の価格ࠪఆ書において、近隣の不動産の
取Ҿ事例とのൺֱによるϓϥεポΠϯトɾϚ
ΠφεポΠϯトをࠪఆした݁Ռ、本件土地は
ະಓなため建築不可となることをࢦఠした
上で、ࠪఆ価格を1000ສԁとしていることを
が利行為であるとܖとして本件ചങڌࠜ
ओுする。

しかし、当֘ࠪఆ書では、֤々の要ૉをど
のようにߟ慮し、どの程度のݮ価要Ҽとした
のかは不໌であり、̭ のओுは࠾༻できない。
ᾉɹ̭は、本件建物に係るฏ成3年建築֬認
はಓٛを満たしておらずແޮであるのに、
ฏ成3年建築֬認がされていることを告し
たことが不࣮の告に当たるとओுする。

しかし、建築֬認は行政ॲであって、こ
れが取りফされるか、あるいは重大かつ໌ന
なᘥᙪがあってແޮであるといえないݶりは
有ޮなものであるところ、本件建物につきಛ

ఆ行政ிにおいてฏ成3年建築֬認が適๏な
ものではないとしてҧ反建築物として取りѻ
われていることを認めるにりるূڌはない。

そうすると、本件ചങܖにつき、ฏ成3
年建築֬認がされているということをલఏと
してखଓが進められたことに問題はなく、し
たがって、この点について不࣮の告があっ
たとはいえない。
ᾊɹ̭は、̮̎が本件不動産をചりग़すにあ
たり、本件告に本件不動産がಓٛを満
たしていないことを記ࡌしていなかったこと
をもってઆ໌ٛҧ反があったとओுする。

しかし、本件ചങܖの取Ҿ全体を௨して
みた場合にはಓٛを満たしていないこと
のઆ໌があったといえ、આ໌ٛҧ反があっ
たとはいえない。

� 　·ͱΊ

本事例では、ഔհ業者が「பҰ本ͤば建
ସえられる」とઆ໌したという٬観的なূڌ
もなく、ਖ਼しく重要事߲આ໌が行われたもの
と認ఆされた。

では、ಓٛを満たさず再建築不可と
されている物件であっても「பҰ本ͤば改
築ѻいになるから建ସえられる」とݴわれる
ことがあるようͩが、そのような๏規は存在
ͤず、建築基準๏ୈ̒条ୈ1߲ୈ̐߸（いわ
Ώる「̐߸建築物」）に係る規ఆをۂ解したҹ
的なࢺがಠりาきしていると思われる。

建業者としては、ӟϨϕルの๏解ऍによ
るઆ໌をങओにすることがあってはならず、
。にཹ意したいݫ

なお、202�年（ྩ和̓年）݄̐から、建築
֬認ɾࠪݕ対の見しや審ࠪলུ制度（い
わΏる「̐߸ಛ例」）のॖখが࣮施される༧
ఆであるので、ࠃ土ަ௨লのホームϖーδ等
で֬͝認いたͩきたい。

ʢ調査ڀݚ෦上੮調ʣ
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住建築ൢചを的とするങओ業者が、私
ಓについて自動ं௨行可とઆ໌を受けて土
地をߪೖしたところ、私ಓॴ有者からҰൠं
྆の௨行はঝしていないとされたことか
ら、ചओฒͼに私ಓॴ有者と私ಓ௨行にؔす
るঝ書のやり取りをしていたഔհ業者、そ
の୲当者に損ഛঈを求めた事案において、
ചओの任は൱ఆし、ഔհ業者らのഛঈ任
を認めた事例。

� Ҋの֓ཁࣄ　

ങओ̭（原告、建業者）とചओ̮1（ඃ
告、個ਓ）は、ฏ成30年݄̔、̮̎（ඃ告会
ࣾ）をചओଆհ業者、̖をങओଆհ業者
として、代ۚ8800ສԁで本件物件のചങܖ
をక݁した。なお、本件ചങܖには、ചओ
は、本件物件のӅれたᘥᙪについてҰの୲
保任をෛわない旨のᘥᙪ୲保任໔除ಛ
が付されていた。

̭は、ฏ成31年݄̐、本件建物の解体工事
にணखしたޙ、私ಓॴ有者である̗らから、
Ұൠं྆の本件私ಓ௨行は認められない旨告
げられた。

̭はྩ和元年݄̓、̮1ٴͼ̮̎に対し、
̮らが、本件私ಓについてҰൠं྆の௨行が
可であるとのِڏのઆ໌をしたとして、ᘥ
ᙪ୲保任ٴͼઆ໌ٛҧ反に基づき、本件
ചങܖを解除し、損ഛঈを請求する旨௨
した。

̭は、そのޙ、上記解除の意思表ࣔをఫճ
し、ྩ和元年10݄、̘とのؒで、ചങ代ۚを

8�80ສԁとして、本件土地のചങܖٴͼ請
ෛ代ۚを4000ສԁとする本件土地上の建物建
築工事請ෛܖをక݁し、̗から、本件土地
ചങ代ۚٴͼ上記建物工事請ෛ代ۚ合計1ԯ
2�80ສԁのࢧを受けた

̭は、本件私ಓについて、自動ं௨行をし
ない旨の私ಓॴ有者ؒの取決めがあることに
ついて、̮1、̮̎およͼ営業୲当者であっ
た̮3（ඃ告）は、આ໌すき৴ٛ則上のٛ
をෛっていたのに、ނ意ຢはաࣦによりઆ
໌をしなかったとओுして、࠴不ཤ行ຢは
不๏行為に基づき、損ഛঈۚ等の࿈ଳࢧ
を求め、̮1に対しては、༧උ的に、本件私
ಓの自動ं௨行が事࣮上不可であることは
本件物件のᘥᙪに当たるとओுして、ചओの
ᘥᙪ୲保任に基づく損ഛঈۚ等のࢧを
求め、本件訴訟をఏىした。

� 　ܾのཁࢫ

のように判ࣔし、̭の請求を࣍、判ॴはࡋ
Ұ෦認༰した。
ᾇɹઆ໌ٛおよͼઆ໌ٛҧ反の有ແ

私ಓॴ有者ؒで合意された本件私ಓにおけ
るҰൠं྆の௨行不可という取決めの存在
は、土地のݮ価要Ҽであり、ੵۃ的なചങަ
বをげる્要Ҽであったことは໌らかで
あるにもかかわらず、̭と̮1とのؒで本件
ചങܖがฏ成30年݄̔にక݁されるにࢸっ
たのは、̭ଆで、̖を௨͡て̮̎からަ付さ
れた本件私ಓのҰൠं྆の௨行をঝする旨
の本件ঝ書により上記ݮ価要Ҽが解ফされ

৴ͤͨ͞ޡՄとങओにߦಓに͍ͭͯのҰൠं͕྆௨ࢲ
ഔհٴऀۀͼͦの୲ऀにଛഛঈΛೝΊͨࣄ例

ʢ౦ߴژ判�ྩ �ɾ2ɾ1��判ྫूະొࡌʣɹ大ྮ�༏

ྫからࡋのۙ࠷ ᾊʵࣗ動ं௨ߦに関͢るઆ໌ٛʵ
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たと判அしたためであったとߟえられる。と
ころが、本件ঝ書は、̮3が本件私ಓのແ
ঈ௨行が認められるं྆を工事ं྆にݶఆし
た書໘とޙ日差しସえる旨ଋしたことをલ
ఏに࡞成されたものであって、本件私ಓのҰ
ൠं྆の௨行を認めるという෦は̗らのਅ
意に基づかないແޮなものであった。

そして、̮3は、本件ঝ書が̭にަ付さ
れ、̭において本件取決めがఫճされたとޡ
৴するであろうことを༰қに認識することが
できたのに、本件ചങܖのక݁に当たって、
̭に対し、本件取決めが࣮ࡍにはఫճされて
いないことをޱ಄によっても書໘によっても
આ໌しなかった。

Ҏ上の事に照らͤば、̮3が、本件ঝ
書によりޡ৴にؕっていた̭に対し、৴ٛ則
上のઆ໌ٛにҧ反して、本件ചങܖのక
݁にઌ立ち、本件取決めがఫճされていない
ことをઆ໌しなかったことは、̭がそのߪೖ
ֹۚの適൱をेにݕ౼した上で同ֹۚによ
り本件ചങܖをక݁するか൱かを決ఆする
会をୣったҧ๏行為であったと評価するこػ
とができるから、̮3の不๏行為が成立する
というきであり、この不๏行為は、༻者
である̮̎の事業のࣥ行についてされたもの
であったから、̮̎は༻者任をෛうとい
うきである。

これに対し、̮1は、̭と同様に、本件ঝ
書によって本件取決めがఫճされたものと
意の不๏行為によりނ৴しており、̮3のޡ
上記のようにޡ৴した̮1にނ意はもとより
աࣦがあるともいえないから、̮1の不๏行
為は成立しないというきである。
ᾈɹ̭の損について

̮3の不๏行為は、̭がそのߪೖرֹۚ
の適൱をेにݕ౼した上で、同ֹۚにより
本件ചങܖをక݁するか൱かを決ఆするػ
会をୣったということにあり、不動産ചങܖ

におけるߪೖֹۚの適൱というࡒ産的利益
にؔする意思決ఆݖを৵したにとどまるの
であって、本件私ಓのҰൠं྆の௨行不可と
いう条件をલఏとしながらങ付ূ໌書を発行
し、本件物件のߪೖޙൺֱ的ؒظのうちに、
しかも、ߪೖ価格を上ճる価格で本件土地を
సചすることができた̭において、上記不๏
行為がなければ本件物件をߪೖしなかったと
までは認めるにりないから、̭ओுの本件
物件取ಘඅ༻等は上記不๏行為と相当ҼՌؔ
係のある損とはいえない。よって、上記意
思決ఆݖの৵についてのҚँྉとしては
100ສԁをもって相当と認める。また、その
ห護࢜අ༻としては10ສԁをもって相当と認
める。
ᾉɹ݁

Ҏ上によれば、̭の̮̎ٴͼ̮3に対する
不๏行為をཧ༝とする損ഛঈ請求は、上記
のݶ度で認༰すきであり、̭のその༨の請
求はいずれもཧ༝がແいから、これを٫غす
る。

� 　·ͱΊ

私ಓ利༻のฆ૪はଟく、取Ҿ上意すき
ポΠϯトである。本件私ಓは建築基準๏42条
߲̎ॴఆのಓ࿏で現࣮に開設されているಓ࿏
であるが、௨行者には当然に同ಓ࿏を自動ं
で௨行するݖ利が認められるものではない

。（12.1.27ୈҰখ๏ఊ参照̝ࡋߴ࠷）
հ会ࣾとしては、私ಓॴ有者ؒの取決め

の有ແ、取決め༰について、ചओへのώΞ
リϯάを行い、ঢ়گにԠ͡て私ಓॴ有者への
֬認を行うことも必要と思われる。

ʢ調査ڀݚ෦調査ʣ
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ऩ益物件のࢿ利ճりの基ૅとなるऩ益に
֎告物ྉऩೖが含まれていたところ、
には条例の規制により༧ఆしたऩ益が見ࡍ࣮
めず、ചओ業者のௐࠪઆ໌ٛҧ反があっࠐ
たとして、ങओが損ഛঈ請求した事案にお
いて、ࢿ༻物件のചओ業者には、ఆ利ճ
りの基ૅとなるऩ益のֹにӨڹをٴ΅しಘる
๏ྩ上の制ݶをઆ໌するٛがあるとしてそ
の請求をҰ෦認༰した事例

� Ҋの֓ཁࣄ　

ങओ̭（๏ਓ）は、ฏ成2�年݄̒1日、ച
ओ業者̮とのؒで、ࢿ༻物件として10֊建
てϏルをߪೖするചങܖをక݁した。

̮はその̎日લに訴֎̖ࣾから本件Ϗルを
ݖをక݁したものであり、ॴ有ܖೖするߪ
Ҡసొ記は̖ࣾから̭にҠసする方๏で
ཤ行するものとされた。

本件のചങ代ۚは3ԯ4400ສԁであり、̮
が̭にఏࣔしたϨϯトϩールでは、満ࣨఆ
のྉऩೖがֹ݄213ສԁ、表໘利ճりが
7.44ˋとされていた。

本件Ϗルの上には告൘ܝग़εϖーε
（ҎԼ、本件工࡞物という。）が౦ೆに̐
໘あり、̖ࣾٴͼ̖ࣾؔ࿈会ࣾが当֘൘を
ֹ݄��ສԁで̭からआすることが決まって
いるとして、上記のϨϯトϩールにおける
ྉऩೖにはこのआྉが含まれていた。そし
て、このआྉऩೖは本件Ϗル全体のఆऩ
益の2�ˋ༨りをめていた。

̭ɾ̖ؒの告൘ܝग़εϖーεିआܖ

は̑年ؒでܖされ、̖はຖ݄のྉをࢧ
っていたものの、࣮ࡍに告൘のܝग़を
しないまま本ܖを1年で解した。（なお、
̖はؒもなく会ࣾを解ࢄした。）

そこで、̭は、告業者にґཔして新たな
、告ओ（आਓ）をืूしようとしたところ
ट都ߴಓ࿏Ԋಓに立地する本件建物上の
止されてې都条例によりژग़は౦ܝ告൘
おり、本件告൘ܝग़εϖーεを告ܝग़
的でୈࡾ者にିしग़すことは事࣮上ࠔで
あることが判໌した。

̭は、地建物取Ҿ業者である̮が、本件
ചങܖのక݁のަবஈ֊において、本件工
物の「ିྗ」につきਖ਼֬な༰をઆ໌࡞
すき৴ٛ則上のٛをෛっていたのに、本
件工࡞物における告物の表ࣔ等に係る本件
規制につきௐࠪの上でઆ໌をͤず、本件൘
につきܖ༺がక݁されてྉがಘられる
とのِڏのઆ໌をしたことにより損をඃっ
た旨をओுして、不๏行為任に基づき、
�032ສԁの損ഛঈを求めて̮をఏ訴した。

� 　ܾのཁࢫ

のように判ࣔして、̭の請求࣍、判ॴはࡋ
をҰ෦認༰した。

ʦ̮のઆ໌ٛについてʧ
Ұൠにࢿ༻物件である不動産をߪೖする

か൱かに当たってओとしてணされるのは、
利ճりٴͼその基ૅとなる当֘不動産に係る
ऩ益のֹであることは໌らかであるところ、
自らࢿ༻不動産をൢചしようとする地建

ࢿ༻݅のചओऀۀにɺఆ利ճりにӨڹΛٴ΅͠
ಘる๏ྩ্の੍ݶΛௐࠪઆ໌͢る͕ٛ͋るとͨ͠ࣄ例
ʢ౦ژ判�ྩ �ɾ�ɾ2��Τετϩʔɾδϟύϯ�20228-+1$"0�2��001ʣɹ࡚�ଠ

ྫからࡋのۙ࠷ ᾋʵࢿ༻݅のऩ益ੑௐࠪઆ໌ٛʵ
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物取Ҿ業者は、そのൢചに当たり、ఏࣔした
ൢച価格の妥当性をઆ໌するલఏとして当֘
不動産においてఆされる利ճりٴͼその基
ૅとなるऩ益のֹを、当֘不動産のߪೖをݕ
౼する者に対してઆ໌する場合には、৴ٛ則
上、ఆされる利ճりの基ૅとなるऩ益のֹ
にӨڹをٴ΅しಘる๏ྩ上の制ݶの有ແٴͼ
その༰についてもௐࠪしてઆ໌すきٛ
をෛうものと解するのが相当である。

しかるに、̮は、̭に対し、本件ചങܖ
のక݁にࡍし、本件Ϩϯトϩールに記ࡌされ
た本件工࡞物への告物の表ࣔ等について本
件不動産に係るऩ益にӨڹをٴ΅しಘる本件
規制にؔするઆ໌をしなかったものであっ
て、このことは、上記の৴ٛ則上のٛにҧ
反したものとして不๏行為をߏ成するものと
認めるのが相当である

̮は、本件工࡞物は本件ചങܖにおいて
も地建物取Ҿ業๏においても建物にも含ま
れない付ଳ設උにす͗ないから、ങओである
̭からの۩体的なௐࠪґཔ等がないঢ়گのԼ
において、かかる付ଳ設උに適༻される条例
に基づくࡉࢠの制ݶ༰についてചओである
̮がങओである̭に対してઆ໌すきٛを
ෛわない旨をओுする。

しかしながら、̮は̭に対して、本件൘
を含めて本件不動産においてఆされるྉ
ֹとともに本件不動産の表໘利ճりが7.44ˋ
などと記ࡌされた本件Ϩϯトϩールをަ付す
るなどして本件ചങܖのక݁にࡍしてൢച
価格の妥当性をࣔしたものといえるから、本
件工࡞物が建物そのものではないとのҰ事の
みをもって、上記の৴ٛ則上のٛを໔れる
のは相当とはいいい。

ʦ̭の損ٴͼաࣦ相ࡴについてʧ
̭は、本件規制が存在しないことをલఏと

したֹۚで本件不動産をߪೖしたことによっ
て損をඃったものであり、その損ֹは

2002ສԁと認める。（.計ڌࠜࢉはׂѪ）
もっとも、不動産のି等を的とする̭

がࢿ的で本件不動産のߪೖをݕ౼し、本
件不動産に係る表໘利ճりが௨ৗの物件より
もߴく設ఆされていると認識していたのであ
れば、ୈࡾ者に٬観的な意見を求めるなどし
て、本件不動産のऩ益性について৻重にݕ౼
すきであったものといえる。

̭は、本件Ϩϯトϩールに表ࣔされた表໘
利ճりをいわばӏವみにして、̮がఏࣔして
いたൢച価格により本件ചങܖをక݁する
にࢸったのであって、このことについてҰఆ
のམち度があったものといわ͟るをಘず、そ
のաࣦ相ࡴのׂ合をׂ̐とし、̭がෛ୲した
ห護࢜අ༻のҰ෦を含めて、̮が̭にഛঈす
き損ֹを1321ສԁ༨と認める。

� 　·ͱΊ

建業๏3�条1߲̎߸に基づき建業者が
重要事߲としてઆ໌ٛをෛう「๏ྩに基づ
く制ݶ」は、同๏施行ྩ3条において۩体的
な対๏ྩがྻڍされているが、そのதに本
件のような告物条例は含まれてはいない。

しかし、๏3�条は「গなくとも」とあると
おりݶఆྻڍではなく、それҎ֎でもങओの
を༩える事߲についてڹక݁の判அにӨܖ
はௐࠪઆ໌ٛが՝される場合が有りಘる。

本事例は、۩体的をࣔしてࢿ利ճり
をᨳったࢿ༻物件として建業者が自らച
りग़した物件であって、その利ճりのલఏと
なる告൘आྉऩೖがఆ૯ऩೖの2�ˋ
༨りをめるといった事のもと、ऩ益性の
にؔしてചओ業者の民事上のௐࠪઆ໌ٛڌࠜ
を認ఆした事例判அであり、࣮上の参ߟ
になる。

ʢ調査ڀݚ෦上੮調ʣ
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ഔհܖ書を࡞成ɾަ付していないഔհ業
者が、ചओとചങܖをక݁したങओに
対し、ࣔのഔհܖが成立しているとして、
ഔհใु相当ֹの損ഛঈを請求した事案に
おいて、ഔհܖはޱ಄でも成立するが、当
における重要な要ૉについての方のܖ֘
意思合கはされていないとして、その成立を
൱ఆした事例

� Ҋの֓ཁࣄ　

ྩ和元年9݄20日、̮（ඃ告ɾ個ਓ）はഔ
հ業者̭（原告）の൦したંࠐみ告で౦
付き建物（本件建物）のചग़ݖ都のआ地ژ
しをり、ෳճのཡをܦて、同݄23日ࠒ
までに本件建物をߪೖする意をࣔし、2�日
に不動産ߪೖ申ࠐ書をఏग़した。同日ࠒまで
に、̮と̖（建物ॴ有者ɾ不動産会ࣾ）との
ؒのചങܖのక݁日が10݄̐日の༧ఆとさ
れた。

そのޙ、̭は、住ϩーϯの事લ審ࠪ申ࠐ
みの代行、リϑΥーム業者とのやり取り、ച
ങ代ۚのަֹݮব、ഔհใुのݕֹݮ౼、ച
ങܖ書案の࡞成等の業を行った。

Ұ方、̮ は、10݄1日、̗ （別のഔհ業者）
に࿈བྷを取り、本件建物のഔհをґཔした。
̮は、10݄̎日、̭に対し、̭のഔհでのߪ
ೖをఫճするとの࿈བྷをした。

そのޙ、̮は̗のഔհでのߪೖखଓきを進
めたが、̭は、̖からの࿈བྷにより、̗のഔ
հでのߪೖखଓを進めていることをり、̮
に対して、̭のഔհによりചങܖをక݁す

るよう求める等した。̗は、10݄13日、ഔհ
業を行うことを取り止めた。̮は、10݄2�
日、հ業者によるഔհによらず、̖と
のؒでചങܖをక݁した。

そのޙ、̭は、̮に対し、ᶃഔհܖが成
立したとओுして、同ܖに基づくใु請求
が成立していないとܖに基づき、ᶄഔհݖ
しても、ഔհใुのظを৵した、एしく
はഔհใुをಘることが࣮֬であるとのظ
を৵しないようめる৴ٛ則上のٛをଵ
ったことがҧ๏であるとओுして、不๏行為
による損ഛঈ請求ݖに基づき、ഔհใु相
当ֹのࢧを求める本件訴訟をఏىした。

Ұ方、̮は、「ᶃഔհܖ書は࡞成されて
おらず、ഔհܖは成立していない。̭の
行した業は、հ業者としてܖの成立に
けてແঈで行われるきものであり、ഔհ
にはならない。ᶄ̮は、࣮ڌ成立のࠜܖ
に対Ԡしていて、ظݖを৵したとはいえ
ないし、ഔհखଓきにおいて৴ٛ則上のٛ
にҧ反したとはいえない。」とओுした。

� 　ܾのཁࢫ

のとおり判ࣔし、̭の請求を࣍、判ॴはࡋ
。٫したغ

（ഔհܖの成൱について）
ɾ不動産のഔհܖは、不要ࣜの成ܖで

あるが、Ұൠのߪೖ者にとって、ഔհใु
はֹߴに上るものであり、また、සൟに行
われる取Ҿでもなく、ܖక݁には৻重な
判அをうといえ、௨ৗ、ഔհܖ書の࡞

க͕͞Ε߹ࢥに͓͚るॏཁͳཁૉに͍ͭͯのํのҙܖ
͍ͯͳ͍とͯ͠ɺࣔのഔհܖのཱ͕൱ఆ͞Εͨࣄ例
ʢ౦ژ判�ྩ �ɾ12ɾ2��Τετϩʔɾδϟύϯ�20218-+1$"122��01�ʣɹ新Ҫ�Ұ成
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成なくしてܖが成立しಘるとする意思を
有しているとはߟえい。

また、地建物取Ҿ業๏34条の̎ୈ1߲
は、地建物取Ҿ業者に対し、ഔհܖの
క݁ޙなくॴఆの事߲を記ࡌした書໘
をަ付することをٛ付けており、そのҧ
反は業ఀ止ॲの事༝にもなっている。

原告のڙड़では、ചങܖと同時にഔհ
書をަわすのがҰൠ的な業ք慣行であܖ
り、それҎલにࣔのഔհܖが成立して
いるとड़ているが、そうであれば、原告
が建業者として受ୗするഔհܖは、全
て建業๏にҧ反することになりかねな
い。

さらに、本件建物の֓要やഔհใुֹな
いしそのࢉఆ方๏についてઆ໌したが、原
告ॴఆのҰൠഔհܖ書の様ࣜにఆめる、
それҎ֎のܖ条߲について、۩体的なや
り取りがされた形はӐわれない。

Ҏ上の事に照らͤば、ࣔ的であって
も、ഔհܖをక݁する意思があったとは
認められない。

ɾ原告ॴఆのҰൠഔհܖ書でも、ചങܖ
が成立したときにใुを請求しಘるとされ
ており、ܖが成立しない場合には、それ
まで行した業についてはഔհใुをੜ
͡ಘるとはみていないものであり、原
告のओுする業の行をもってഔհܖ
の成立がࠜڌづけられるとは認めい。

（による不๏行為の成൱について৵ظ）
ഔհܖ成立へのظとは、ந的なもの

であり、๏的保護にするݖ利利益ではない。
また、ഔհܖが成立したとは認められない
Ҏ上、ഔհܖక݁へのظ৵をཧ༝とし
て、ഔհใु相当ֹの損がੜ͡たというこ
ともできない。

（準උஈ֊の不๏行為の成൱についてܖ）
申ࠐ書のఏग़をもって、ചങܖక݁がٛ

付けられるわけではない上、ઐ任ഔհܖ
をక݁していない。また、申ࠐ書ఏग़日から
క݁༧ఆ日までは10日ؒ程度にとどまܖ
り、原告は長ؒظにわたりܖ準උに߆ଋさ
れていないし、業行にって格別අ༻の
ग़፷があったともӐわれない。したがって、
৴ٛ則上のٛҧ反をཧ༝として、不๏行為
に基づく損ഛঈ請求は認められない。

� 　·ͱΊ

本件は、߇訴審（౦ߴژ判�ྩ̐ɾ̒ɾ14）
においても、「ܖがޱ಄で成立するには、
における重要な要ૉについて方の意思ܖ
が合கしていることが必要ͩが、ഔհใुֹ
の合意成立は認められないし、ഔհܖの有
やҧۚ等についてઆ໌していないかؒظޮ
ら合意もしていない。したがって、ഔհܖ
の成立は認められない。」として٫غされて
いる。

Ұ方、本件とҟなり、ܖにおける重要な
要ૉについて方の意思合கがあったとし
て、ࣔのഔհܖ成立を認めた事例として、
౦ژ地判�ྩ3ɾ̎ɾ26�3&5*012��148等が
ある。

本件のように、ഔհܖがޱ಄でなされて
いたとする場合に、ܖޙに、「ഔհܖが
成立していたか、ใुֹۚはいくらか」をめ
͙るトϥϒルや、「ґཔ者が建業者のใ
を利༻し、相ख方と取Ҿをするൈき行為
を行う」トϥϒルなどがଟく発ੜしたことか
ら、建業๏34条の̎は、建業者がഔհܖ
をక݁したときは、やかにその༰の書
໘をґཔ者にަ付することをٛ付けている。

建業者は、建業๏ҧ反や本件のような
トϥϒルճආの観点から、ഔհґཔがあった
場合は、やかにഔհܖ書をక݁する必要
があることを認識しておく必要がある。

ʢ調査ڀݚ෦上੮調ʣ
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ڈ者であるങओが、不動産業者からաྸߴ
に別会ࣾからߪೖさͤられた原をച٫でき
るとҧ๏なק༠を受け、そのܖであるとޡ
৴しܖしたが、࣮ࡍは新たな原のചങܖ
ٴͼॴ在図等の࡞成にؔする業委ୗ請ෛ
Ҡసݖをక݁さͤられていたとしたॴ有ܖ
ొ記ຣফと損ഛঈ請求等の請求を認༰され
た事例。

� Ҋの֓ཁࣄ　

ྩ和元年݄̒ࠒ、ങओ̭（原告ɾ個ਓ）は、
ചओ̮1（ඃ告ɾ建業者）営業員̖から̭
がաڈに原商๏のඃにより取ಘしॲに
000っている原が1ࠔສԁ程度になるとい
うిを受け、ച٫するのにଌྔ等のॾܦඅ
として100ສԁ必要というઆ໌があった。

同年10݄、̖らが̭をདྷ๚し、̖が̭ॴ
有原をച٫するためのखଓ書ྨであるとઆ
໌したため、̭は̭ॴ有原をച٫するため
のखଓ書ྨであるとޡ৴して、̖からఏࣔさ
れたܖ書にॺ໊ԡҹし、その場で現ۚ100
ສԁをࢧった。しかし、̭が̮1から本件
原をߪೖするചങܖとなっていた。

同10݄、再度、̖は、̭ॴ有原をച٫す
るためにՃඅ༻が必要であり、そのための
書にܖ書であるとઆ໌を行ない、̭はܖ
ॺ໊ԡҹし、現ۚ70ສԁをࢧった。しかし、
̭が̮1からߪೖさͤられた本件原にؔす
るॴ在図等࡞成の業委ୗ請ෛܖであった。

同年11݄、再度、̖は、ௐࠪが必要となっ
たとઆ໌し、̭はその旨ޡ৴し、ܖ書にॺ

໊ԡҹし、現ۚ�0ສԁをࢧった。しかし、
訴֎ίϯサルλϯト会ࣾとの̭ॴ有原ٴͼ
本件原のച٫の業委ୗܖであった。

̭は、̮1がҰに̭ॴ有原をച٫する
様ࢠがなく不҆になり、̭のࢠに֤ܖにつ
いて相ஊしたことがきっかけで、֤ܖが、
̭ॴ有原をୈࡾ者にച٫するためのܖで
はないことが判໌した。

̭は、֤ܖを解除し、ࢧった代ۚのฦ
ؐを求めるく、ফඅੜ׆ηϯλーに相ஊし、
相ஊ員よりܖ解除のަবを行ったところ、
̮1の代表取క̮̎は訴֎ίϯサルλϯト
会ࣾとのؒのܖついて̖によるק༠のҧ๏
性を認め、同ܖについてࢧった�0ສԁを
ฦۚする旨の合意をక݁した。

ྩ和3年݄̑、̭は̮1に対し、ചങܖ
の解除による原ঢ়ճ෮請求ݖとして、ॴ有ݖ
Ҡసొ記のຣফొ記खଓを求めるとともに、
༠קの上、ҧ๏なڞͼ̮̎が、̖とٴ1̮
をしചങܖٴͼ業委ୗ請ෛܖをక݁さ
ͤ、ചങ代໊ۚ等で合計170ສԁをࢧわ
ͤたとして、̮1については、༻者任、
代表者の行為についての損ഛঈ任ٴͼڞ
同不๏行為に基づき、̮̎については、員
等のୈࡾ者に対する損ഛঈ任ٴͼ不๏行
為に基づく損ഛঈ任に基づき、損ۚ
187ສԁ（ห護࢜අ༻含む）ٴͼԆ損ۚ
のࢧを求める訴訟をఏىした。

� 　ܾのཁࢫ

のように判ࣔし、̭の請求を࣍、判ॴはࡋ

ೖͤ͞ΒΕɺॴߪΛݪ༠Ͱผのקのങओ͕ɺҧ๏ͳऀྸߴ
༗ݖҠసొهຣফとଛഛঈΛٻΛ͠ɺೝΊΒΕͨࣄ例
ʢ౦ژ判�ྩ �ɾ2ɾ2��Τετϩʔɾδϟύϯ�20228-+1$"022��010ʣɹ吉�จಊ

ྫからࡋのۙ࠷ ᾍʵݪ๏ೋ࣍ඃʵ
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すて認༰した。
（̮1に対する請求）

本件ചങܖは、解除されたことが認めら
れ、̭は、̮1に対し、ചങܖの解除によ
る原ঢ়ճ෮請求ݖとして、ॴ有ݖҠసొ記の
ຣফొ記खଓを求めることができる。

̖は、̭に対し、ਅ࣮は本件原を̮1が
̭にച٫することを༰とするചങܖٴͼ
本件原にؔするॴ在図等の࡞成業を̮1
に委ୗすることを༰とする業委ୗ請ෛܖ
であるにもかかわらず、別件原をച٫す
るのに必要なܖ書ྨٴͼඅ༻であるとِڏ
のઆ໌を行い、その旨ޡ৴さͤてചങܖٴ
ͼ業委ୗ請ෛܖをక݁さͤるとともに、
̭から合計170ສԁのަ付を受けたことが認
められる。̭はྸߴのঁ性であり、土地のച
ങܖにؔする識がेになかったこと、
別件原のॲにࠔっていたものの、新たに
原をߪೖする必要はなかったことから、̖
は̭をٗ᠕して֤ܖをక݁さͤたものと認
められ、̖による本件֤ܖのק༠ٴͼక݁
は、不๏行為๏上ҧ๏な行為であると認めら
れる。したがって、̖ の༻者である̮1は、
̭に対し、༻者任に基づく損ഛঈ任
をෛう。

（̮̎に対する請求）
̮̎は、̮1の取కとして、ै業員がҧ

๏なק༠行為を行わないような体制を࡞り、
ै業員がҧ๏なק༠׆動を行わないようにࢦ
ಋಜすき৬をෛっている。不๏行為の
༰に照らͤば、̮̎には、不๏行為の発ੜ
を抑止するための෦統制体制をඋしなか
った任ጱଵ、̖に対しҧ๏なק༠׆動を行
わないようにࢦಋಜしなかった任ጱଵが
あったと認められ、গなくとも重աࣦがあっ
たというきである。したがって、̮̎は、
員等のୈࡾ者に対する損ഛঈ任に基づ
き、不๏行為による損をഛঈする任をෛ

う。
（損ֹ）

不๏行為により、̭は、ചങܖٴͼ業
委ୗ請ෛܖをక݁し、これらのܖに基づ
いて合計170ສԁを̮1にަ付したから、同
ֹۚの損がੜ͡たと認められる。損とし
てのห護࢜අ༻を17ສԁと認めるのが相当で
ある。

（݁）
Ҏ上のとおり、̭は、̮1については、

༻者任に基づき、̮̎については、員等
のୈࡾ者に対する損ഛঈ任に基づき、࿈
ଳして170ສԁٴͼԆ損ۚのࢧを求め
るとともに、ചങܖの解除による原ঢ়ճ෮
請求ݖとして、ॴ有ݖҠసొ記のຣফొ記ख
ଓを求めることができる。

� 　·ͱΊ

本件は、աڈに「কདྷߴでചれる」等と
ߴにૺったೖさͤられඃߪ༠され原をק
ྸ者が、「その土地をച٫する」といったק
༠を受けົなखޱでଞの原をߪೖさͤら
れೋ࣍ඃにૺった事案である。

原商๏によるトϥϒルをະ然に͙た
め、「土地をങい取る、ߴでച٫できる」
等といったק༠をし「खଓきඅ༻」等といっ
た໊でۚમを請求してくる場合、ࠜڌがな
い請求はࢧわない、地建物取Ҿ業໔許を
持っていても҆қに৴༻しない、業者のઆ໌
に不 ɾ໌不審な点があったらՈɾり合いɾ
ফඅ者ηϯλー等に相ஊするよう৺ֻけるこ
とが大事である。

本件と同様に、原商๏による損ഛঈ等
が認められた事例として、（౦ژ地判�ฏ27ɾ
11ɾ30�3&5*0104�138）等があるので参ߟと
されたい。

ʢ調査ڀݚ෦調査ʣ
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